
条例第 17号

宇和島市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 8年 3月 25日

宇和島市長



   宇和島市学校給食センター設置条例の一部を改正する条例 

 

宇和島市学校給食センター設置条例（令和17年条例第89号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

改正前 改正後 

（設置） （設置） 

第２条 児童及び生徒に対する学校給食の合理的運営を図り、その

調理等の業務を総括処理する施設として次のとおり給食センター

を置く。 

第２条 児童及び生徒に対する学校給食の合理的運営を図り、その

調理等の業務を総括処理する施設として次のとおり給食センター

を置く。 

名称 位置 

宇和島市学校給食センター 宇和島市保田乙647番地１ 
 

名称 位置 

宇和島市学校給食センター 宇和島市保田乙647番地１ 
 

２ 給食センターに、次のとおり学校給食調理場を置く。 ２ 給食センターに、次のとおり学校給食調理場を置く。 

名称 位置 

宇和島市中央学校給食調理

場～宇和島市三間町学校給

食調理場 （略） 

 

宇和島市蒋淵学校給食調理

場 

宇和島市蒋淵1639番地 

宇和島市戸島学校給食調理

場～宇和島市津島町北灘学

校給食調理場 （略） 

 

 

名称 位置 

宇和島市中央学校給食調理

場～宇和島市三間町学校給

食調理場 （略） 

 

  

 

宇和島市戸島学校給食調理

場～宇和島市津島町北灘学

校給食調理場 （略） 

 

 

  

 



附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


